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4週8休(完2) 4週7休 4週6休 4週5休 4週4休 4週3休以下

建設業における休日の状況

◯ 建設工事全体では、約５割が４週４休以下で就業している状況。

出典：日建協「2016時短アンケート」を基に作成

【建設業における休日の状況】現在4週8休は
1割以下

（4週当たり）
休暇日数

4.90日

（4週当たり）
休暇日数

4.93日

（4週当たり）
休暇日数

4.70日

※建設工事全体には、建築工事、土木工事の他にリニューアル工事等が含まれる。
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働き方改革実行計画（抜粋）（平成２９年３月２８日働き方改革実現会議決定）

【建設業】

（現行の適用除外等の取扱）

建設事業については、限度基準告示の適用除外とされている。これに対し、今回は、罰則付
きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の５年後に、罰則付き上
限規制の一般則を適用する（ただし、復旧・復興の場合については、単月で100 時間未満、２か
月ないし６か月の平均で80 時間以内の条件は適用しない）。併せて、将来的には一般則の適
用を目指す旨の規定を設けることとする。５年後の施行に向けて、発注者の理解と協力も得な
がら、労働時間の段階的な短縮に向けた取組を強力に推進する。

（取引条件改善など業種ごとの取組の推進）

取引関係の弱い中小企業等は、発注企業からの短納期要請や、顧客からの要求などに応え
ようとして長時間労働になりがちである。商慣習の見直しや取引条件の適正化を、一層強力に
推進する。

建設業については、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休２日の推進等の休日
確保など、民間も含めた発注者の理解と協力が不可欠であることから、発注者を含めた関係者
で構成する協議会を設置するとともに、制度的な対応を含め、時間外労働規制の適用に向け
た必要な環境整備を進め、あわせて業界等の取組に対し支援措置を実施する。また、技術者・
技能労働者の確保・育成やその活躍を図るため制度的な対応を含めた取組を行うとともに、施
工時期の平準化、全面的なICT の活用、書類の簡素化、中小建設企業への支援等により生産
性の向上を進める。
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建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議等について

■

開催趣旨

構成員 開催経緯等

６月２９日 第１回関係省庁連絡会議

■今後の取組の方向性（適正な工期設定、平準化、生産性
向上等）について確認

７月２８日 主要な民間発注団体（経団連、日商、電事連、
ガス協、不動協、民鉄協）、建設業団体及び労働組合が参画
する「建設業の働き方改革に関する協議会」を設置

■建設業団体には、下請も含めた請負契約における適正な
工期設定や適切な労務管理の徹底を要請

■主要な民間発注者には、適正な工期設定等を要請
■「適正な工期設定等のためのガイドライン」策定など今後
の取組方針を確認

８月２８日 第２回関係省庁連絡会議

■「適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定
■各省庁等における取組状況について説明

※その後も随時開催（進捗状況のフォローアップなど）

建設業について、時間外労働規制の適用に向けて、発注者を含めた
関係者による協議の下、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、
週休２日の推進などによる休日確保等に関する取組を推進するた
め、建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議（以下「連絡会
議」という。）を開催する。

平
成
29
年
6
月
29
日

↓

第
1
回
連
絡
会
議

（平成29年９月１日現在）

議 長： 野上 浩太郎 内閣官房副長官

議 長 代 理： 牧野 たかお 国土交通副大臣

副 議 長： 古谷 一之 内閣官房副長官補（内政）

構 成 員：内閣府政策統括官（経済財政運営担当）
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長
総務省自治行政局長
財務省主計局次長
文部科学省大臣官房文教施設企画部長
厚生労働省大臣官房総括審議官
厚生労働省労働基準局長
農林水産省大臣官房総括審議官
経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
国土交通省大臣官房長
国土交通省大臣官房技術審議官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
国土交通省土地・建設産業局長
国土交通省鉄道局長
防衛省施設監

事 務 局： 内閣官房(国土交通省・厚生労働省協力) 4



建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
（平成29年８月28日 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議 申合せ）

○ 働き方改革実行計画（H29.3.28）において、一定の猶予期間の後、建設業に時間外労働の罰則付き上限規制を適用することとされた。

○ これに向けて、建設業の生産性向上に向けた取組と併せ、適正な工期の設定等について民間も含めた発注者の取組が必要。

○ 本ガイドラインは、受注者・発注者が相互の理解と協力の下に取り組むべき事項を指針（手引き）として取りまとめたもの。

１．ガイドラインの趣旨等

○ 建設工事の発注の実態や長時間労働是正に向けた取組を踏まえ、本ガイドラインについてフォローアップを実施し、適宜、内容を改訂。

４．その他（今後の取組）

ガイドラインの内容

（１） 請負契約の締結に係る基本原則

○ 受発注者は、法令を順守し、双方対等な立場に立って、請負契約を締結。

（２） 受注者の役割

○ 受注者（いわゆる元請）は、下請も含め建設工事に従事する者が長時間労

働を行うことを前提とした不当に短い工期となることのないよう、適正な工期で

の請負契約を締結。

○ 民間工事においては工期設定の考え方等を受発注者が適切に共有。

（３） 発注者の役割

○ 発注者は、施工条件等の明確化を図り、適正な工期での請負契約を締結。

（４） 施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化

○ 受発注者は、工事実施前に情報共有を図り、各々の役割分担を明確化。

（１） 適正な工期設定・施工時期の平準化

○ 工期の設定に当たっては、下記の条件を適切に考慮。

・ 建設工事に従事する者の休日（週休２日等）の確保

・ 労務、資機材の調達等の「準備期間」や施工終了後の「後片付け期間」

・ 降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 等

○ 週休２日等を考慮した工期設定を行った場合には、必要となる共通仮設

費などを請負代金に適切に反映。

○ 受注者は、違法な長時間労働に繋がる「工期のﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ」を行わない。

○ 予定された工期での工事完了が困難な場合は、受発注者双方協議のうえ

で適切に工期を変更。

○ 発注見通しの公表等により、施工時期を平準化。

（２） 社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保

○ 社会保険の法定福利費などの必要経費について、請負代金内訳書に明

示すること等により、適正な請負代金による請負契約を締結。

（３） 生産性向上

○ 受発注者の連携により、建設生産ﾌﾟﾛｾｽ全体における生産性を向上。

○ 受注者は、工事現場のICT化等による施工の効率化を推進。

（４） 下請契約における取組

○ 下請契約においても、長時間労働の是正や週休２日の確保等を考慮して

適正な工期を設定。

○ 下請代金は、できる限り現金払いを実施。

○ 週休２日の確保に向け、日給制の技能労働者等の処遇水準に留意。

○ 一人親方についても、長時間労働の是正や週休２日の確保等を図る。

（５） 適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用

○ 工事の特性等を踏まえ外部機関（CM企業等)を活用。

２．時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方

３．時間外労働の上限規制の適用に向けた取組
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ガイドラインを受けた対応

【日本建設業連合会】

○ 働き方改革４点セットの策定
（平成29年９月22日決定）
・働き方改革推進の基本方針
・時間外労働の適正化に向けた自主規制の試行
※ 2019～2021年度：年960時間以内、

2022年度・2023年度：年840時間以内等
・週休２日実現行動計画試案（案）の策定
※計画は12月22日決定定
・改めて労務賃金改善の推進

【全国建設業協会】

○ 働き方改革行動憲章の策定
（平成29年９月21日）

【全国中小建設業協会】

○ 働き方改革と生産性向上に関する特別委員会
を設置
（平成29年９月）

※ このほか、建設業関係10団体（日建連、全建、日建経、全中建、建専連、
電設協、日空衛等）が働き方改革に関して意見交換を実施
（平成29年９月12日）

建設事業者団体の動き民間発注各分野の動き

【鉄 道】

○ ８月25日に、第１回連絡会議を開催

【住宅・不動産】

○ 10月11日に、第１回連絡会議を開催

【電 気】

○ ９月22日に、第１回連絡会議を開催

【ガ ス】

○ ９月25日に、第１回連絡会議を開催

第1回鉄道連絡会議の模様

・各分野の発注工事の実態
を把握 した上で、各分野の

建設工事等における働き方
改革を推進するための具体
的な方策等について検討

分野ごとに発注者、受注者、行政でガイドライン
の実行のための具体的な方策の検討を開始。
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